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2 　⑵　歩行者の通行の利便の確保等

　　　・意見なし

　⑶　廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

　　　・ごみ処理について協議すること。

　⑷　防災・防犯対策への協力

　　　・防犯灯について必ず町内会と協議すること。

　⑸　騒音の発生に係る事項

　　　・荷さばき施設における早朝・夜間時間帯の作業に係る騒音について、徹底した

　　　　管理・指導をすること。

　⑹　廃棄物に係る事項等

　　　・ごみ処理について協議すること。

　⑺　街並みづくり等への配慮等

 意見なし

　⑻　その他

　　　・認可保育園「別府つくし保育園」と道路に面しているので、建設時の騒音や、

　　　　園児の登下校時の工事車両の出入り等環境と安全面に十分注意すること。

　　　・浸水想定区域につき地盤高等注意すること。

　　　・防災面を考慮した透水性舗装、浸透側溝、雨水貯留浸透ユニットなどの浸透製

　　　　品を検討すること。

　福岡県告示第1003号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の

規定による届出について、法第８条第２項の規定に基づき述べられた意見の概要を、同

条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び北九

州中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

○犯罪被害者等早期援助団体の指定について

（警察本部被害者支援・相談課）……………23

○犯罪被害者等早期援助団体の指定の取消しについて

（警察本部被害者支援・相談課）……………23

○落札者等の公示　　　　　　　　　　　（福岡県小倉北警察署会計課）……………23

　　　　正　　　誤

○解除に係る保安林の所在場所等（平成24年５月福岡県告示第938号）

　中正誤 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………25

○道路の区域の変更（平成24年５月福岡県告示第950号）中正誤　　　　  ……………25

○道路の供用の開始（平成24年５月福岡県告示第951号）中正誤　　　　  ……………25

　福岡県告示第1002号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　（仮称）ドラッグコスモス福岡空港東店

　⑵　所在地　福岡県糟屋郡志免町別府四丁目320番１ほか

２　意見の概要

　⑴　駐車需要の充足等交通に係る事項

　　　・交通処理は敷地内で行い、必要に応じて誘導員を設置すること。

　　　・町道における交通トラブルが発生しないように配慮すること。

　　　　（計画地前面が歩道のため、車両からの見通し等）

告　　　示
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　　店計画地の方が高い位置に所在しています。幼児教育の場として使われている土地

　　ですので、廃棄物等により不適切な物質が隣地に漏れ出すことは絶対に許されませ

　　ん。そのようなことが決して起こらないよう特段の措置を講じてもらえるよう検討

　　していただくことを求めます。

　⑺　街並みづくり等への配慮等

　　　営業時間は、21時までですが、看板の夜間照明にカメムシ等が集まることによる

　　虫の害が考えられます。また、夜間照明による農産物の生育不良等も考えられます

　　。さらに、夜間照明に虫が集まってくることにより、付近の田畑で虫が大量発生し

　　、農作物に悪影響を与えるようなことも考えられます。いずれにしても、ナフコが

　　出店してくることにより、高倉区民（岡垣町民）に悪影響が生じるようなことが決

　　して起こらないような措置を講じてもらえるよう検討していただくことを求めます

　　。

　⑻　その他

　　　本来保全されるべきものと法律で位置づけられている農地に、大型店舗など必要

　　ありません。万一、予定どおりナフコが出店してくれば、岡垣町高倉区の自然環境

　　や生活環境、場合によっては岡垣町全体の自然環境や生活環境に多大な影響が生じ

　　、これらが悪化することが懸念されますので、慎重に検討していただくことを求め

　　ます。

　福岡県告示第1004号

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　大野城市乙金一丁目469番１、469番３の一部及び469番６の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　大野城市乙金一丁目13番64号

　　関　義博

　⑴　名　称　ホームプラザナフコ岡垣店

　⑵　所在地　福岡県遠賀郡岡垣町大字高倉字中縄手673番ほか

２　意見の概要

　⑴　駐車需要の充足等交通に係る事項

　　　・出店計画用地の前面道路は、岡垣町立吉木小学校及び岡垣町立岡垣中学校の通

　　　　学路であり、児童及び生徒は、毎日この道路を利用して通学しています。現状

　　　　と比較して、児童及び生徒がより安全に通学できる通学路となるような措置を

　　　　講じてもらえるよう検討していただくことを求めます。

　　　・出店計画用地の前面道路は、高倉区民（岡垣町民）の生活道路です。また、同

　　　　時に高倉区内に所在する高倉神社、龍昌寺、いこいの里（公の施設）等へ通じ

　　　　る道路でもあります。さらに、地蔵峠を経由して宗像市へ通じる道路でもあり

　　　　ます。ナフコが出店した場合、車の通行量が増加し、吉木小学校南交差点を中

　　　　心とする渋滞が生じ、安全性が著しく後退することが考えられますので、現状

　　　　よりもさらに安全性が向上するような状態になるような措置を講じてもらえる

　　　　よう検討していただくことを求めます。

　⑵　歩行者の通行の利便の確保等

　　　意見なし

　⑶　廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

　　　意見なし

　⑷　防災・防犯対策への協力

　　　意見なし

　⑸　騒音の発生に係る事項

　　　店舗建物ができると周辺への騒音の問題（車等によるものを含む。）、エアコン

　　室外機等による熱の問題等が考えられますので、ナフコが出店することにより、高

　　倉区民（岡垣町民）に悪影響が生じるようなことが決して起こらないような措置を

　　講じてもらえるよう検討していただくことを求めます。

　⑹　廃棄物に係る事項等

　　　出店計画地の東側隣地は、学校法人岡垣第一幼稚園及び学校法人岡垣中央幼稚園

　　の芋畑として利用されていますが、土地の傾斜により、芋畑の土地よりもナフコ出
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　福岡県告示第1007号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成24年６月８日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第1008号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第1005号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成24年６月８日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第1006号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

飯塚 豆　田
稲　築  線

嘉穂郡桂川町大字土居819番１先から
嘉穂郡桂川町大字土居820番５先まで

県 土 整 備
事 務 所 名

道 路 の
種 類 路線名 変 更

前 後 別 区　　　　間 幅 員
（ メ ー ト ル ）

延 長
（ メ ー ト ル ）

八女 県道
北矢部
冬　野  線
黒　木

前

八女市矢部村矢部1797番２
先から
八女市矢部村矢部1801番19
先まで

4.0
〜
5.0

98.7

後

八女市矢部村矢部1797番２
先から
八女市矢部村矢部1801番19
先まで

4.0
〜

38.5
98.7

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

八女
北矢部
冬　野  線
黒　木

八女市矢部村矢部1797番２先から
八女市矢部村矢部1801番19先まで

県 土 整 備
事 務 所 名

道 路 の
種 類 路線名 変 更

前 後 別 区　　　　間 幅 員
（ メ ー ト ル ）

延 長
（ メ ー ト ル ）

八女 県道
北矢部
冬　野  線
黒　木

前

八女市黒木町大淵7965番２
先から
八女市黒木町大淵7965番７
先まで

3.5
〜
8.5

68.0

後

八女市黒木町大淵7965番２
先から
八女市黒木町大淵7965番７
先まで

8.5
〜

20.0
68.0
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という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基

づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55条の２（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成24年6月8日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第1009号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成24年６月８日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第1010号

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　春日市春日２丁目126番１及び126番４から126番12まで

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　春日市春日原北町４丁目７番地

　　株式会社　トラストコーポレーション

　　代表取締役　白水　清一郎

　福岡県告示第1011号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

八女
北矢部
冬　野  線
黒　木

八女市黒木町大淵7965番２先から
八女市黒木町大淵7965番７先まで

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 指定年月日 サービス項目

行支37 今元高齢者相談支
援センター 行橋市大字稲童 3929︲２ 24・  ４・  １ 予支援

行支38 仲津高齢者相談支
援センター 行橋市大字東徳永 339︲１ 24・  ４・  １ 予支援

行支35 長峡高齢者相談支
援センター 行橋市門樋町２︲11 24・  ４・  １ 予支援

行支36 行橋高齢者相談支
援センター 行橋市門樋町２︲11 24・  ４・  １ 予支援

行支39 泉高齢者相談支援
センター 行橋市北泉３丁目９︲１ 24・  ４・  １ 予支援

行支40 中京高齢者相談支
援センター 行橋市大字中津熊 501 24・  ４・  １ 予支援

粕支29 宇美町地域包括支
援センター

糟屋郡宇美町宇美５丁目１
︲１ 24・  ４・  １ 予支援

粕支30 篠栗町地域包括支
援センター

糟屋郡篠栗町大字田中１︲
１ 24・  ４・  １ 予支援

粕支31 志免町地域包括支
援センター

糟屋郡志免町中央１丁目１
︲１ 24・  ４・  １ 予支援

粕支32 須恵町地域包括支
援センター 糟屋郡須恵町大字須恵 771 24・  ４・  １ 予支援

粕支33 新宮町地域包括支
援センター

糟屋郡新宮町緑ケ浜１丁目
１︲１ 24・  ４・  １ 予支援

粕支34 久山町地域包括支
援センター 糟屋郡久山町大字久原 3632 24・  ４・  １ 予支援

北筑後支１ 大刀洗町地域包括
支援センター

三井郡大刀洗町大字冨多
819 24・  ４・  １ 予支援
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京支29 吉富町地域包括支
援センター 築上郡吉富町大字広津 342 24・  ４・  １ 予支援

京支42 上毛町地域包括支
援センター

築上町上毛町大字垂水 1321
︲１ 24・  ４・  １ 予支援

京支43 築上町地域包括支
援センター 築上町築上町大字築城 1096 24・  ４・  １ 予支援

古介54 中島医院 古賀市天神１丁目 12︲21 24・  ５・  １ 居管・予居管

八女介歯56 立山歯科医院 八女市蒲原 1363︲５ 24・  ４・  １ 居管・予居管

田介歯85 サミック歯科クリ
ニック 田川町大字伊田 3439︲１ 24・  ４・  １ 居管・予居管

粕介薬148 エイシン調剤薬局 糟屋郡粕屋町大字内橋 686
︲２ 24・  ４・  １ 居管・予居管

み介薬26 元町薬局 みやま市瀬高町下庄 1718︲
10 24・  ４・  １ 居管・予居管

八女居89 いきいき稲富訪問
看護ステーション 八女市稲富 60︲１ 24・  ４・  １ 訪看・予訪看

八女居86 訪問看護ステー
ションちくすい 八女市岩崎 607︲１ 24・  ４・  １ 訪看・予訪看

朝倉居53 訪問看護ステー
ションけんせい 朝倉市来春 132 24・  ４・  １ 訪看・予訪看

直居102 訪問看護ステー
ションあおぞら 直方市大字植木 509 24・  ４・  １ 訪看・予訪看

行居85 のぞみ訪問看護ス
テーション

行橋市大字長木 420︲１︲
210 24・  ４・  １

訪 看・ 居 管・
予訪看・予居
管

大居212 ふれあい処えいる 大牟田市瓦町９︲３ 24・  ４・  １ 通介・予通介

大居213 訪問介護ひばり 大牟田市大字岩本 2478︲６ 24・  ４・  １ 訪介・予訪介

直居101 訪問介護事業所み
どり 直方市大字中泉 1301 24・  ４・  10 訪介・予訪介

飯居290 飯塚デイサービス
センターなごみ 飯塚市潤野 967︲13 24・  ４・  １ 通介・予通介

飯居291 デイサービスセン
タースマッシュ 飯塚市鯰田 767︲１ 24・  ４・  １ 通介・予通介

飯居292 デイサービスレモ
ンの木 飯塚市中 1079 24・  ４・  １ 通介・予通介

飯支88 ケアプランセン
タースマッシュ 飯塚市鯰田 767︲１ 24・  ４・  １ 居支

飯居293 ヘルパーステー
ション大夢 飯塚市横田 643︲31 24・  ４・  １ 訪介・予訪介

八女居87 やめの杜デイサー
ビスセンター 八女市本 1154︲８ 24・  ４・  １ 通介・予通介

八女居88 やめの杜ヘルパー
ステーション 八女市本 1154︲８ 24・  ４・  １ 訪介・予訪介

筑居42 いきいき久富デイ
サービスセンター 筑後市大字久富 1150︲９ 24・  ４・  １ 通介・予通介

行居86 デイサービス道草
こらしょ 行橋市大字道場寺 1268︲26 24・  ４・  １ 通介・予通介

行居87 デイサービスセン
ター大空 行橋市中央３丁目８︲19 24・  ４・  ２ 通介・予通介

筑紫支28 ケアプランサービ
ス芙蓉 筑紫野市湯町１丁目 15︲25 24・  ４・  １ 居支

大野支22 ケアプランサービ
スひゅうが

大野城市瓦田４丁目 15︲26
（リバーサイド大野城２階
G）

24・  ４・  １ 予支援

大野居63 月の浦デイサービ
ス・みんなの木

大野城市月の浦３丁目 24︲
３ 24・  ４・  １ 通介・予通介

糸島地居59 富の里ヘルパース
テーション 糸島市富 508︲４ 24・  ４・  １ 訪介・予訪介

古居52 美原訪問介護ス
テーション 古賀市薦野 1892︲１ 24・  ４・  １ 訪介・予訪介

粕支28 あざみ・ケアプラ
ンサービス

糟屋郡篠栗町大字田中 430
︲16 24・  ４・  １ 居支

粕居113 栄光会ヘルパース
テーション

糟屋郡志免町別府２丁目２
︲１ 24・  ３・  １ 訪介・予訪介

粕居114 介護 24 まどか 糟屋郡志免町大字吉原 754
︲１（脇坂アパートＡ） 24・  ４・  １ 訪介・予訪介
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　福岡県告示第1012号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（

平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものと

された場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機関から名称及び所在地の変更の届け

出があったので、生活保護法第55条の２（法第14条第４項においてその例によるものと

された場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

粕居112 デイサービスＴＯ
ＲＩＵＳ

糟屋郡久山町大字山田 1095
︲１（トリアス N １棟） 24・  ５・  １ 通介・予通介

粕支35 ケアプランサービ
スさくら

糟屋郡粕屋町大字長者原
643︲１ 24・  ４・  １ 居支

福津支16 遊里乃杜ケアプラ
ンサービス 福津市渡 462︲７ 23・  ８・  １ 居支

嘉鞍居５ ヘルパーステー
ション真こころ

嘉穂郡桂川町大字土居 1188
︲186 24・  ５・  １ 訪介・予訪介

北筑後居１ ウェルファ筑前 朝倉郡筑前町高田 2315︲３ 24・  ４・  １ 通介・予通介

田川居268 あおぞら介護
ショップ 田川郡赤村大字赤 4543︲２ 24・  ４・  １

福 用・ 福 販・
予福用・予福
販

み支25 サンステップケア
プランサービス

みやま市瀬高町下庄 697︲
１ 24・  ５・  １ 居支・予支援

み居48 デイサービスやま
びこ

みやま市山川町河原内 1227
︲３ 24・  ５・  １ 通介・予通介

田川居269 ケアサービスあじ
さい 田川郡福智町弁城 2321 24・  ４・  １ 訪介・予訪介

田川介福２ 特別養護老人ホー
ムライフ

田川郡川崎町大字田原 201
︲４ 24・  ５・  １ 老福

行居88 ケアホーム来夢 行橋市大字道場寺 1250 24・  ４・  １ 小居・予小居

豊居33 なごみ園小規模多
機能ケア 豊前市大字三毛門 916︲１ 24・  ４・  １ 小居・予小居

粕居115 グループホーム水
戸

糟屋郡志免町志免東４丁目
48︲２ 24・  ４・  １ 認共・予認共

粕居110 小規模多機能ホー
ムぬくもりの里

糟屋郡須恵町大字新原 13︲
７ 24・  ４・  １ 小居・予小居

粕居111 グループホームレ
イクウッド久山

糟屋郡久山町大字猪野池ノ
浦 1610︲61 24・  ４・  １ 認共・予認共

田川居270 グループホームみ
かんの木

田川郡添田町大字添田 1911
︲２ 24・  ４・  １ 認共・予認共

田川居271 小規模多機能まる
や

田川郡川崎町大字川崎 409
︲２ 24・  ４・  １ 小居・予小居

小介歯29 立山歯科医院 小郡市井上 1033︲７ 24・  ４・  12 居管・予居管

朝倉介福１ 指定介護老人福祉
施設甘木愛光園 朝倉市山見 429 24・  ２・  １ 短 生・ 老 福・

予短生

指定番号 旧　名　称 新　名　称 所　在　地 変更年月日

小介歯29 医療法人立山いく
よ歯科医院 立山歯科医院 小郡市井上 1033︲７ 24・  ４・12

朝倉介福
１

特別養護老人ホー
ム　甘木愛光園

指定介護老人福祉
施設甘木愛光園 朝倉市山見 429 24・  ２・  １

み支19
みやま市社会福祉
協議会　指定居宅
介護支援事業所

みやま市社協ケア
プランサービス

みやま市瀬高町下庄
801︲１ 24・  ４・  １

み居34

社会福祉法人みや
ま市社会福祉協議
会指定通所介護・
　指定介護予防通
所介護事業所

みやま市社協げん
きかんデイサービ
ス

みやま市山川町立山
1234︲１ 24・  ４・  １

み居36

みやま市社会福祉
協議会指定訪問介
護・　指定介護予
防訪問介護事業所

みやま市社協ヘル
パーステーション

みやま市瀬高町下庄
801︲１ 24・  ４・  １
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　福岡県告示第1014号

　武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づく指定地方公共

機関の指定（平成17年５月福岡県告示第1067号）の一部を次のように改正する。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　「九州西武運輸株式会社」を削る。

　福岡県告示第1015号

　宮ノ陣第二土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭

和24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

　福岡県告示第1013号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（

平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものと

された場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機関から廃止の届け出があったので、

生活保護法第55条の２（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む

。）の規定により次のように告示する。

　　平成24年６月８日

指定番号 名　　　称 旧所在地 新所在地 変更年月日

行介薬13 さかい調剤薬
局

行橋市中央１丁目３︲
13

行橋市中央１丁目３︲
16 24・  ３・  １

筑紫地居
14

訪問看護ステ
ーションほの
ぼの

筑紫郡那珂川町西隈４
丁目５︲２

筑紫郡那珂川町今光５
丁目 188︲１ 24・  ４・  １

行居70 介護倶楽部な
ぎさ

行橋市大橋１丁目１︲
20 ファミール今川

行橋市南泉３丁目 41︲
21 24・  １・  １

大支29
ケアプランサ
ービスもみの
木

大牟田市汐屋町５︲６ 大牟田市大黒町４丁目
13︲１ 24・  ２・  ６

大居52
もみの木デイ
サービスセン
ター

大牟田市汐屋町５︲10 大牟田市大黒町４丁目
13︲１ 24・  ２・  ６

大居162 ケアステーシ
ョンメルシィ

大牟田市小浜町 191︲
９ 大牟田市新栄町８︲２ 23・  10・  １

筑紫居21
ふくしサービ
スセンターゆ
うゆう

筑紫野市大字永岡 1051
︲１

太宰府市都府楼南３丁
目４︲７ 24・  ４・  16

筑紫地支
１

ハートフルケ
アほのぼの

筑紫郡那珂川町西隈４
丁目５︲２

筑紫郡那珂川町今光５
丁目 188︲１ 24・  ４・  １

筑紫地居
４

ほのぼの介護
サービス

筑紫郡那珂川町西隈４
丁目５︲２

筑紫郡那珂川町今光５
丁目 188︲１ 24・  ４・  １

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 廃止年月日

粕支13
福岡県介護保険広域連合
粕屋支部地域包括支援セ
ンター

糟屋郡久山町大字久原 3632 24・  ３・  31

田介歯84 サミック歯科クリニック 田川市大字伊田 3439︲１ 24・  ３・  31

み介薬11 元町薬局 みやま市瀬高町下庄 1718︲10 24・  ３・  31

田居106 リハビリ訪問看護ステー
ションすばる 田川市大字川宮 1352︲４ 24・  ３・  31

大居25 ヘルパーステーションも
みの木 大牟田市汐屋町５︲６ 21・  10・  31

飯居１ グリーンコープ飯塚デイ
サービスセンターなごみ 飯塚市潤野 967︲13 24・  ３・  31

み居37

みやま市社会福祉協議会
指定訪問入浴介護　指定
介護予防訪問入浴介護事
業所

みやま市瀬高町下庄 801︲１ 21・  ９・  30
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　　平成24年６月８日        

福岡県知事　　小　川　　洋　　

          

     

          

     

　福岡県告示第1017号    

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定に基づき、県営土地改良事

業計画を定めたので、同条第5項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦覧

に供する。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

          

    

　福岡県告示第1018号        

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定に基づき、県営土地改良事

業計画を定めたので、同条第5項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦覧

に供する。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第1019号

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

          

  

　福岡県告示第1016号  

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定に基づき、県営土地改良事

業計画を定めたので、同条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦覧

に供する。         

氏　　　名 住　　　　　　　　　　　所

権　藤　秀　征 久留米市宮ノ陣町大杜 1547 番地１

八　尋　義　文 　  〃　　  〃　　〃　278 番地

赤　司　清　敏 　  〃　　  〃　　〃　1316 番地１

髙　田　進　也 　  〃　　  〃　　〃　1260 番地

野　村　修　二 　  〃　　  〃　　〃　1533 番地

氏　　　名 住　　　　　　　　　　　所

　　場　勝　實 久留米市宮ノ陣町大杜 223 番地

赤　司　美代子 　  〃　　  〃　　〃　1439 番地１

氏　　　名 住　　　　　　　　　　　所

権　藤　光　德 久留米市宮ノ陣町大杜 1480 番地

中　隈　久　幸 　  〃　　  〃　  若松 642 番地

赤　司　一　嘉 　  〃　　  〃　  大社 1342 番地１

赤　司　和　弘 　  〃　　  〃　　〃　1267 番地

権　藤　秀　征 　  〃　　  〃　　〃　1547 番地１

氏　　　名 住　　　　　　　　　　　所

　　場　勝　實 久留米市宮ノ陣町大杜 223 番地

赤　司　美代子 　  〃　　  〃　　〃　1439 番地１

縦覧に供する書類 縦覧期間 縦覧場所

県営猿バミ地区土地改良（農業用ため池
整備）事業計画書の写し

平成24年６月８日から
平成24年７月６日まで

宗像市役所 

縦覧に供する書類 縦覧期間 縦覧場所

県営巌石（新）地区土地改良（農業用た
め池整備）事業計画書の写し

平成24年６月８日から
平成24年７月６日まで

宗像市役所 

縦覧に供する書類 縦覧期間 縦覧場所

県営鍋谷地区土地改良（農業用ため池整
備）事業計画書の写し 

平成24年６月８日から
平成24年７月６日まで

古賀市役所
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福岡県知事　　小　川　　洋　　 

　福岡県告示第1021号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第1020号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

県 土 整 備
事 務 所 名

道 路 の
種 類 路線名 変 更

前 後 別 区　　　　間 幅 員
（ メ ー ト ル ）

延 長
（ メ ー ト ル ） 備考

南筑後 県道
鐘ケ江
酒　見  線
　間

前

大川市大字郷原
282 番２の２先
から
大川市大字郷原
110 番先まで

8.0
〜

44.0
487.0

うち一般
国道 422
号重用延
長 53.0
メートル

前

大川市大字郷原
282 番２の２先
から
大川市大字郷原
110 番先まで

8.0
〜

71.0
730.0

うち一般
国道 422
号重用延
長 250.0
メートル

後

大川市大字郷原
282 番２の２先
から
大川市大字郷原
110 番先まで

8.0
〜

34.0
487.0

うち一般
国道 422
号重用延
長 53.0
メートル

後

大川市大字郷原
282 番２の２先
から
大川市大字郷原
110 番先まで

8.0
〜

71.0
730.0

うち一般
国道 422
号重用延
長 250.0
メートル

県 土 整 備
事 務 所 名

道 路 の
種 類 路線名 変 更

前 後 別 区　　　　間 幅 員
（ メ ー ト ル ）

延 長
（ メ ー ト ル ）

久留米 県道 柳　川
城　島  線

前

久留米市城島町江上本1612
番５先から
久留米市城島町江上本1567
番１先まで

7.9
〜
8.4

40.0

後

久留米市城島町江上本1612
番５先から
久留米市城島町江上本1567
番１先まで

7.9
〜
8.4

40.0

県 土 整 備
事 務 所 名

道 路 の
種 類 路線名 変 更

前 後 別 区　　　　間 幅 員
（ メ ー ト ル ）

延 長
（ メ ー ト ル ） 備考

久留米 県道
宮　本
大　川  線

前

久留米市城島町
江上477番２先
から
久留米市城島町
江上本1612番６
先まで

6.7
〜
8.7

1,240

うち一般
県道柳川
城島線
重用延長
282.5
メートル

後

久留米市城島町
江上477番２先
から
久留米市城島町
江上本1612番６
先まで

6.7
〜
8.7

1,240

うち一般
県道柳川
城島線
重用延長
282.5
メートル
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　福岡県告示第1024号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成24年６月８日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第1025号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定に基づき、次の土地改良区

の定款の変更を認可したので、同条第3項の規定により公告する。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第1026号

　八木山土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和24

年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第1022号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　 

　福岡県告示第1023号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成24年６月８日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

県 土 整 備
事 務 所 名

道 路 の
種 類 路線名 変 更

前 後 別 区　　　　間 幅 員
（ メ ー ト ル ）

延 長
（ メ ー ト ル ）

直方 県道
室　木
下有木  線
若　宮

前

鞍手郡鞍手町大字室木770
番６先から
鞍手郡鞍手町大字室木766
番１先まで

14.3
〜

24.2
104.0

後

鞍手郡鞍手町大字室木770
番６先から
鞍手郡鞍手町大字室木766
番１先まで

14.3
〜

33.2
104.0

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

福岡 清　滝
古　賀  線

古賀市新久保１丁目414番７先から
古賀市新久保１丁目400番１先まで

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

北九州 宗　像
篠　栗  線

宗像市東郷142番１先から
宗像市東郷172番１先まで

土　地　改　良　区　名 認可年月日

北野町南部土地改良区
杷木町久喜宮揚水土地改良区 平成 24 年５月 29 日
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２　退任監事 

３　就任理事

１　退任理事

２　就任理事

　福岡県告示第1027号    

　三池干拓土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成24年6月8日 

福岡県知事　　小　川　　洋　　

1　退任理事 

氏　　　名 住　　　　　　　　　　　所

野見山　　巌 飯塚市八木山 268 番地１

氏　　　名 住　　　　　　　　　　　所

石　坂　育　穂 飯塚市八木山 87 番地

氏　　　名 住　　　　　　　　　　　所

西　田　行　弘 大牟田市昭和開 323 番地

馬　場　幸　男 　  〃　　 〃　 310 番地

奥　園　長　登 　  〃　　 〃　293 番地

野　林　重　信 みやま市高田町昭和開 191 番地

江　口　敎　雄 　  〃　　 〃　　〃　 179 番地

梅　崎　聖　人 　  〃　　 〃　　〃　 132 番地

山　本　円　生 大牟田市大字岬 2656 番地

内　野　繁　光 　  〃　　 〃　 1001 番地

奥　薗　長　德 　  〃　 大字唐船 501 番地

古　賀　正　葊 　  〃　 大字手鎌 1175 番地４

河　野　　定 　  〃　 下白川町１丁目 267 番地

伊　藤　孝　行 みやま市高田町黒崎開 2020 番地２

内　田　隆　人 　  〃　　 〃　　〃　 1628 番地

井　口　金　幸 　  〃　　 〃　　〃　806 番地１

松　藤　秀　年 　  〃　　 〃　永治 190 番地１

久保田　芳　美 　  〃　　 〃　江浦 762 番地１

新　田　好　身 　  〃　　 〃　江浦 1290 番地

氏　　　名 住　　　　　　　　　　　所

杉　本　政　士 大牟田市昭和開 283 番地

　境　　俊　也 みやま市高田町昭和開 136 番地

中川𠩤　　勇 大牟田市大字手鎌 788 番地

田　中　一　馬 みやま市高田町徳島 164 番地

氏　　　名 住　　　　　　　　　　　所

馬　場　幸　男 大牟田市昭和開 310 番地

河　野　利　嗣 みやま市高田町昭和開 141 番地

小　宮　勝　洋 　  〃　　 〃　北新開 916 番地

𠮷　村　五　男 大牟田市昭和開 287 番地

　森　　⻆　夫 　  〃　　 〃　 282 番地

江　口　敎　雄 みやま市高田町昭和開 179 番地

梅　崎　聖　人 　  〃　　 〃　　〃　 132 番地

山　本　円　生 大牟田市大字岬 2656 番地

猿　渡　英　作 　  〃　　 〃　 39 番地４

奥　薗　長　德 　  〃　 大字唐船 501 番地

古　賀　正　葊 　  〃　 大字手鎌 1175 番地４

猿　渡　久　義 大牟田市城町 2 丁目 26 番地

伊　藤　孝　行 みやま市高田町黒崎開 2020 番地２

塚　本　孝　好 　  〃　　 〃　永治 520 番地

永　江　　学 　  〃　　 〃　江浦 973 番地

久保田　芳　美 　  〃　　 〃　  〃  762 番地１

河　村　吉　光 　  〃　　 〃　徳島 503 番地
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　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第1030号

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糸島市志摩岐志字岩野1533番３、1533番４、1534番２及び1535番１

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福岡市城南区樋井川三丁目８番11号

　　築地　隆仁

　福岡県告示第1031号       

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定に基づき、県営土地改良事

業計画を定めたので、同条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦覧

に供する。         

　　平成24年６月８日        

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第1032号        

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定に基づき、県営土地改良事

４　就任監事

　福岡県告示第1028号

　解散した清算法人東下土地改良区から清算人の就任の届出があったので、土地改良法

（昭和24年法律第195号）第68条第４項において準用する同法第18条第17項の規定によ

り次のように公告する。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第1029号        

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定に基づき、県営土地改良事

業計画を定めたので、同条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦覧

に供する。         

氏　　　名 住　　　　　　　　　　　所

野　林　重　信 みやま市高田町昭和開 191 番地

濱　武　正　治 大牟田市昭和開 322 番地

内　田　隆　人 みやま市高田町黒崎開 1628 番地

平　野　　築 大牟田市大字唐船 1274 番地

氏　　　名 住　　　　　　　　　　　所

吉　村　諭　吉 築上郡上毛町大字東上 3298 番地

内　尾　文　清 　〃　　〃　大字東下 119 番地

　島　　宜　章 　〃　　〃　大字土佐井 1164 番地

原　岡　瑞　泉 　〃　　〃　大字西友枝 1804 番地

大　竹　伸　彦 　〃　　〃　大字西友枝 1893 番地 1

大　山　　晃 　〃　　〃　大字東下 1569 番地 1

山　上　信　彦 　〃　　〃　　  〃　  642 番地

佐矢野　　守 　〃　　〃　大字東上 3547 番地

皆尺寺　政　人 　〃　　〃　　  〃　  2795 番地 1

小　川　一　昭 　〃　　〃　大字土佐井 240 番地 1

縦覧に供する書類 縦覧期間 縦覧場所

県営馬場地区土地改良（農業用ため池整
備）事業計画書の写し

平成24年６月８日から
平成24年７月６日まで

行橋市役所

縦覧に供する書類 縦覧期間 縦覧場所

県営釜牟田地区土地改良（農業用ため池
整備）事業計画書の写し

平成24年６月８日から
平成24年７月６日まで

宗像市役所
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　　　特定非営利活動法人　嘉穂希望の郷

　⑵　代表者の氏名

　　　金子　一哉

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福岡県嘉穂郡桂川町大字土居81番地１

　⑷　定款に記載された目的

　　　この法人は、障害があるというだけで、本人たちに適した社会参加の場が少なく

　　、働く能力があるにもかかわらず、就労が難しく、能力を発揮することができない

　　人たちに対して、生活及び職業に関する訓練を行うとともに、就労の機会を確保す

　　ることで、障害を持つ人たちの自立と社会参加の支援及び地域住民との交流に寄与

　　することを目的とする。

　公告

　建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第３項の規定に基づき、建設業の営業の全

部を停止したので、同法第29条の５第１項の規定により公告する。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　処分をした年月日

　　平成24年５月28日

２　処分を受けた者の商号等

３　処分の内容　

業計画を定めたので、同条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦覧

に供する。

　　平成24年６月８日        

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第1033号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第1項の規定に基づき、県営土地改良事業

計画を定めたので、同条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦覧に

供する。

　　平成24年６月８日        

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第1034号

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成24年６月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成24年５月16日

２　申請に係る特定非営利活動法人

縦覧に供する書類 縦覧期間 縦覧場所

県営下位登地区土地改良（農業用ため池
整備）事業計画書の写し 

平成24年６月８日から
平成24年７月６日まで

田川市役所

縦覧に供する書類 縦覧期間 縦覧場所

県営泉水谷地区土地改良（農業用ため池
整備）事業計画書の写し 

平成24年６月８日から
平成24年７月６日まで

朝倉市役所

公　　　告

商　号 主たる営業所の
所　　在　　地 代表者の氏名 許可番号

西日本エンジ
ニアリング株
式会社　　　

大牟田市合成町１ 太田　啓

平成 22 年 8 月 7 日・平成 23 年
10 月 20 日
福岡県知事許可（般・特︲22・
23）
第 45156 号
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　　　人（地方公共団体を除く。）又は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）

　　　第18条に規定する法人が発注するもの

　　イ　建設費について、国又は地方公共団体の補助金等（補助金等に係る予算の執行

　　　の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第２条第１項に規定する補助金

　　　等及び同条第４項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金

　　　でこれに類するものをいう。）の交付を受けているもの（アに該当するものを除

　　　く。）

　⑵　停止期間

　　　平成24年６月11日から平成24年７月10日までの30日間

４　処分の原因となった事実

　　株式会社田中建設は、平成22年９月30日を審査基準日とする経営事項審査申請書に

　虚偽（完成工事高の水増し）の記載をし、当該申請に基づき評定された経営事項審査

　結果通知書をもって発注機関に対して入札参加資格申請を行った。このことは、建設

　業法第28条第１項第２号に該当する。

　公告

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第

372号）の規定が適用される調達契約の締結が見込まれるので、次のとおり公告します

。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　調達をする物品等又は特定役務の種類

　　不正薬物・爆発物車載型探知装置賃貸借契約

２　競争入札参加者の資格

　⑴　競争入札に参加できない者

　　ア　競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

　　イ　次のいずれかに該当する事実があった後、２年間を経過していない者及びこれ

　　　らの者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者

　　　ア　契約の履行に当たり、故意に製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量

　　建設業法第28条第３項の規定に基づく営業の停止

　　⑴　停止を命じる業務の範囲

　　　　建設業に係る営業の全部

　　⑵　停止期間

　　　　平成24年６月11日から平成24年６月13日までの３日間

４　処分の原因となった事実

　　西日本エンジニアリング株式会社及び同社従業員は、その業務に関し、廃棄物の処

　理及び清掃に関する法律違反により、平成24年３月23日、熊本地方裁判所において、

　同社が罰金150万円、同社従業員が懲役２年（執行猶予３年）及び罰金80万円の判決

　を受け、その刑が確定している。このことは、同法第28条第１項第３号に該当する。

　公告

　建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第３項の規定に基づき、建設業の営業の一

部を停止したので、同法第29条の５第１項の規定により公告する。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　処分をした年月日

　　平成24年５月28日

２　処分を受けた者の商号等

３　処分の内容　建設業法第28条第３項の規定に基づく営業の一部の停止

　⑴　停止を命じる業務の範囲

　　　建設業に係る営業のうち、次のア又はイに該当する建設工事に係る営業

　　ア　国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別表第１に掲げる公共法

商　号 主たる営業所の
所　　在　　地 代表者の氏名 許可番号

株式会社
田中建設 小郡市大崎 888︲４ 田中　正孝

平成 21 年４月７日
福岡県知事許可（特︲21）
第 67761 号
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16 　　　されていないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

　　ウ　印鑑証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

　　エ　県外に本店を有し、代表者が入札、契約の締結、代金の請求又は受領等を代理

　　　人に委任する場合は、委任状（様式第2号）

　　オ　県税に未納のないことの証明書（3か月以内に発行された原本又は写し）並び

　　　に消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明書（３か月以内に発行さ

　　　れた原本又は写し）

　　カ　法人にあっては財務諸表の写し（申請書提出日の属する事業年度の直前２事業

　　　年度分）、個人にあっては貸借対照表（申請書提出日の属する年の直前の12月31

　　　日現在のもの）（様式第３号）及び所得税確定申告書の写し（申請書提出日の属

　　　する年の直前２か年分）

　　キ　役員名簿

　　ク　障害者の雇用状況報告義務がある場合には、障害者雇用状況報告書の写し、報

　　　告義務がない場合で障害者を雇用しているときには、障害者の雇用状況調査票（

　　　様式第４号）

　　ケ　営業概要表（様式第５号）

　　コ　事業協同組合で官公需適格組合の証明を受けた組合にあっては、官公需適格組

　　　合用営業概要表（様式第６号）及び官公需適格組合証明書（物品関係）の写し等

　　サ　印刷業明細表（印刷業のみ）（様式第７号）

　　シ　ビル清掃管理業明細表（ビル清掃管理業のみ）（様式第８号）

　　ス　営業に必要な許可、認可等を得たことを証する書類の写し

　　セ　協同組合等の組合が申請する場合には、当該組合の定款及び組合員名簿

　　ソ　ISO9000シリーズ及びISO14000シリーズの認証を取得している場合には、その

　　　登録証の写し

　　タ　子育て応援宣言登録を行っている場合には、子育て応援宣言登録証の写し

　　チ　返信用封筒（380円切手を貼付した長形3号封筒）

　⑵　申請書（有償）の入手先

　　ア　名称　政府刊行物県庁内サービスステーション

　　イ　住所　〒812︲0045　福岡市博多区東公園７番７号（福岡県庁総合売店　　　

　　　　に関して不正の行為をした者

　　　イ　競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格

　　　　の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

　　　ウ　落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

　　　エ　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の２第１項の規定による監督又

　　　　は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

　　　オ　正当な理由がなく契約を履行しなかった者

　　　カ　アからオまでのいずれかに該当する事実があった後２年間を経過しない者を

　　　　契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

　　ウ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２

　　　条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってそ

　　　の役員が暴力団員であるもの

　　エ　資格審査申請書及び添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

　　オ　営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者

　　カ　原則として、同種の営業を引き続き２年以上営んでいない者

　⑵　資格審査事項については、次のとおりとする。

　　ア　従業員数

　　イ　年間売上高

　　ウ　自己資本金

　　エ　流動比率

　　オ　経営年数

　　カ　障害者雇用状況

　　キ　子育て応援宣言登録

３　入札を希望する者の資格審査申請の方法等

　⑴　申請の方法

　　　次の書類を知事に提出するものとする。

　　ア　競争入札参加資格審査申請書（様式第１号）

　　イ　法人にあっては登記事項証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）、個

　　　人にあっては本籍地の市町村長の発行する身分証明書及び法務局が発行する登記
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　　　入札書による。

　⑶　賃貸借期間

　　　平成25年３月１日から平成30年２月28日まで

　⑷　納入場所

　　　福岡県警察本部薬物銃器対策課が指定する場所

２　入札参加資格（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１の規定

　に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。）

　　「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売り払いその他の契約

　の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成22年１月４日福岡

　県告示第17号）」に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載

　者）

３　入札参加資格を得るための申請の方法

　　２に掲げる入札参加資格を有しない者で入札を希望するものは、本県の所定の審査

　申請書に必要事項を記入の上、次の⑶の部局へ提出すること。

　⑴　申請書の入手先

　　　政府刊行物県庁内サービスステーション（福岡県庁地下総合売店）

　　　〒812︲0045　福岡市博多区東公園７番７号

　　　電話番号　092︲641︲7838

　⑵　申請書の価格

　　　一部500円（消費税込み。ただし、郵送により入手する場合は、郵送料について

　　別途実費を徴収する。）

　⑶　申請書の提出場所及び申請に関する問い合わせ先

　　　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　　〒812︲8577　福岡市博多区東公園7番7号

　　　（電話番号）　092︲643︲3092（ダイヤルイン）　

４　入札参加条件（地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加

　資格をいう。以下同じ。）

　　平成24年７月18日（水）現在において、次の条件を満たすこと。

　⑴　２の入札参加資格を有する者のうち、業種及び等級が次の条件を満たす者

　　　内）

　　ウ　電話　092︲641︲7838

　⑶　申請書の提出場所及び申請に関する問合せ先

　　ア　名称　福岡県総務部総務事務センター調達班

　　イ　住所　〒812︲8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　ウ　電話　092︲643︲3092（ダイヤルイン）

　⑷　申請書の受付期間

　　　この公告の日から平成24年６月27日（水）までとする。

　　　ただし、受付期間の終了後も入札日時まで随時受け付けるが、この場合には、資

　　格審査が入札に間に合わないことがある。

４　資格審査結果の通知

　　入札参加資格決定通知書により通知（郵送）する。

５　参加資格の有効期間及び当該期間の更新手続

　⑴　入札参加資格の有効期間

　　　入札参加資格の有効期間は、この告示に基づき資格を取得したときから平成25年

　　９月末日までとする。

　⑵　当該期間の更新手続

　　　⑴の有効期間の更新を希望する者は、平成25年７月中に実施する「福岡県が発注

　　する物品の製造等の競争入札に参加する者に必要な資格審査」の申請をすること。

　公告

　政府調達に関する協定の適用を受ける物品等の調達について、次のとおり一般競争入

札に付します。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　競争入札に付する事項

　⑴　契約事項の名称

　　　不正薬物・爆発物車載型探知装置賃貸借契約

　⑵　契約内容及び特質等



第
３

４
０

１
号

福
岡

県
公

報
平

成
24

年
６

月
８

日
　

金
曜

日
18 　　　直接又は郵便（書留郵便に限る。受領期限内必着）で行う。

10　開札の場所及び日時

　⑴　場所

　　　福岡県警察本部地下1階北側入札室

　⑵　日時

　　　平成24年７月19日（木）午前10時00分

11　落札者がない場合の措置

　　開札をした場合において落札者がない場合は、地方自治法施行令第167条の８第３

　項の規定により、再度の入札を行う。ただし、開札の際入札者又はその代理人のすべ

　て立ち会っており、そのすべてが同意する場合にあっては直ちにその場で、その他の

　場合にあっては、別に定める日時、場所において行う。

12　入札保証金及び契約保証金

　⑴　入札保証金

　　　見積金額（税込み）の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付

　　又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。

　　ア　県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額（税込み）の100分の５以上

　　　を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

　　イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

　　　等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

　　　面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合

　⑵　契約保証金

　　　契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供す

　　ること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

　　ア　県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の100分の10以上を保険金額

　　　とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

　　イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

　　　等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

　　　面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合

13　入札の無効

　⑵　当該物品を迅速かつ確実に納品できると認められる者

　⑶　納入する物品に係る保守、点検、修理その他アフターサービスを納入先の求めに

　　応じて速やかに提供できると認められる者

　⑷　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再

　　生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者

　⑸　福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成14年２月22日13管

　　達第66号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間

　　中でない者

５　当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称

　　福岡県警察本部総務部会計課

　　〒812︲8576　福岡市博多区東公園７番７号

　　（電話番号）　092︲641︲4141（内線2234）

　　（FAX）　　092︲622︲6205

６　契約条項を示す場所

　　５の部局とする。

７　入札説明書の交付

　　平成24年６月８日（金）から平成24年７月17日（火）までの県の休日を除く毎日、

　午前９時00分から午後５時45分まで５の部局で交付する。

８　入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨

　　日本語及び日本国通貨

９　入札書の提出場所、受領期限及び提出方法

　⑴　提出場所

　　　５の部局とする。

　⑵　受領期限

　　　平成24年７月18日（水）午後５時45分

　⑶　提出方法

大分類 中分類 業種名 等級

13 08 リース・レンタル AA
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16　Summary

　⑴　Article and Quantity

      　A lease contract for Portable Detection Unit including Peripheral Devices with 

　　a motor vehicle for Illegal Chemicals and Explosives

　⑵　Time Limit of Tender 

      　５:45 PM on July 18 , 2012

　⑶　Contact Point for the Notice : General Affairs Center, General Affairs                

　　　Department, Fukuoka Prefectural Office ７︲７,Higashikoen, Hakata︲ku, 　　

　　Fukuoka City, 812︲8576, Japan　

　　　TEL 092︲641︲4141（Ext.2234）

　

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　税務電算処理システム運用管理等業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部税務課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成24年４月１日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社BCC

　⑵　住所

　　　福岡市中央区六本松２丁目12番19号

　　次の入札は無効とする。

　　なお、11により再度入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加

　わることができない。

　⑴　金額の記載がない入札

　⑵　法令又は入札に関する条件に違反している入札

　⑶　同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札

　⑷　所定の場所及び日時に到達しない入札

　⑸　入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札

　⑹　入札保証金が12の⑴に規定する金額に達しない入札

　⑺　金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札

　⑻　入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停

　　止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者

　　がした入札

14　落札者の決定の方法

　⑴　予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

　　する。

　⑵　落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者に

　　くじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のう

　　ち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入

　　札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

15　その他

　⑴　契約書の作成を要する。

　⑵　この調達契約は、世界貿易機関（ＷＴＯ）協定の一部として、附属書四に掲げら

　　れている政府調達に関する協定の適用を受ける。

　⑶　特定調達に係る苦情処理の関係において福岡県政府調達苦情検討委員会が調達手

　　続の停止等を要請する場合、調達手続の停止等があり得る。

　⑷　入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県

　　の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。

　⑸　その他、詳細は入札説明書による。
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　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　電子申告システム等用機器の賃貸借

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部税務課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成24年５月25日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

　⑵　住所

　　　東京都江東区豊洲３丁目３番３号

５　落札金額

　　21,132,825円（消費税及び地方消費税の額を含む。）

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成24年４月13日　

５　契約金額

　　45,969,000円（消費税及び地方消費税の額を含む。）

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第15条１⒟に該当

　

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成24年６月８日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　税務システム用機器等の保守業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部税務課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成24年４月１日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　日本電気株式会社九州支社

　⑵　住所

　　　福岡市博多区御供所町１番１号

５　契約金額

　　31,534,725円（消費税及び地方消費税の額を含む。）

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約
監 査 委 員
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同　　　　　　　　伊　藤　龍　峰　　

同　　　　　　　　原　竹　岩　海　　

　福岡県監査委員告示第１号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の32第２項の規定に基づき、次のとおり

告示する。

　　平成24年６月８日

福岡県監査委員　　小　串　正　伸　　

同　　　　　　　　進　谷　庸　助　　

同　　　　　　　　伊　藤　龍　峰　　

同　　　　　　　　原　竹　岩　海　　

１　包括外部監査の事務を補助する者の氏名及び住所

２　当該監査の事務を補助する者が包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間

　　平成24年５月28日から平成25年３月31日まで

　監査公表第７号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第９項の規定により報告した総務部出先

機関定期監査結果の報告（平成24年２月21日23監二第599号）に基づき、措置を講じた

旨の通知があったので、同条第12項の規定により、次のとおり公表する。  

　　平成24年６月８日

福岡県監査委員　　小　串　正　伸　　

同　　　　　　　　進　谷　庸　助　　

氏　　　名 住　　　　　　　　　　　所

香　野　　　剛 福岡市早良区百道浜三丁目９番 33︲1509 号

森　　　昭　彦 福岡市博多区博多駅前四丁目 11 番 32︲1401 号

小　嶋　博　文 福岡市中央区草香江一丁目８番８︲417 号

塩　塚　正　康 久留米市花畑一丁目 20 番１︲501 号

鬼　塚　智　子 福岡市中央区六本松二丁目６番８︲1101 号

川　﨑　智　寛 福岡市南区大楠一丁目 13 番 10 号

戸　田　真　史 糸島市篠原東一丁目５番３号

松　尾　潤　一 福岡市中央区大手門一丁目２番 23︲506 号
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２ ３ 行 経 第 ２ ９ ４ ５ 号 

平 成 ２ ４ 年 ３ 月 ３ ０ 日 

 

 

福岡県監査委員  小 串 正 伸 殿 

同       進 谷 庸 助 殿 

同           伊 藤 龍 峰 殿 

同       原 竹 岩 海 殿 

 

 

福岡県知事 小川 洋 

 

 

監査の結果及び監査結果に係る措置について（通知） 

                   

 平成２４年２月２１日付２３監二第５９９号の監査結果の報告に基づき、次のとおり講じた

措置について通知します。 

 

記 

 

注意事項 

対象部局名 監査の結果 講じた措置の内容 

総務部 

県税徴収事務において、財

産差押後、長期間接触がなく

納税折衝が進められてないも

のが見受けられた。 

 

滞納者との接触を図り、公売に向け

た現地調査等を行った。 

今後は、再発防止策として、課長・

副長によるヒアリングを実施し、進捗

状況の把握を行いながら、組織的な滞

納整理に努める。 
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条第３項の規定により、犯罪被害者等早期援助団体の指定を取り消したので、同規則第

12条の規定により公示する。

　　平成24年６月８日

福岡県公安委員会　　

１　名称及び住所並びに代表者の氏名

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人　福岡犯罪被害者支援センター

　⑵　住所

　　　福岡市博多区博多駅東二丁目８番11号

　⑶　代表者の氏名

　　　理事長　林　幹男

２　取消し年月日

　　平成24年６月１日

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成24年６月８日

福岡県小倉北警察署長　　

吉　村　　文　雄　　

１　落札に係る特定役務の名称

　　福岡県小倉北警察署庁舎清掃業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県小倉北警察署

　⑵　所在地

　　　北九州市小倉北区大門１丁目６番19号

３　落札者を決定した日

　　平成24年５月９日

４　落札者の氏名及び住所

福岡県公安委員会告示第167号

　犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律（昭和55年法律

第36号）第23条第１項の規定により、犯罪被害者等早期援助団体を次のように指定した

ので、犯罪被害者等早期援助団体に関する規則（平成14年国家公安委員会規則第１号）

第２条の規定により公示する。

　　平成24年６月８日

福岡県公安委員会　　

１　名称及び住所並びに代表者の氏名

　⑴　名称

　　　公益社団法人　福岡犯罪被害者支援センター

　⑵　住所

　　　福岡市博多区博多駅東二丁目８番11号

　⑶　代表者の氏名

　　　理事長　林　幹男

２　援助事業を行う事務所の名称及び所在地

　⑴　名称

　　　公益社団法人　福岡犯罪被害者支援センター

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区博多駅東二丁目８番11号

３　当該法人が行う援助事業に係る犯罪被害等

　　犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第２条第４項

　に規定する犯罪被害等

４　指定年月日

　　平成24年６月１日

福岡県公安委員会告示第168号

　犯罪被害者等早期援助団体に関する規則（平成14年国家公安委員会規則第１号）第10

公安委員会
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　　　株式会社サンメンテナンス九州支店

　⑵　住所

　　　福岡市中央区天神２丁目３番10号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　24,633,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成24年３月19日
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正　　誤

発　行
年月日

公　報
番　号 種　類 同上

番号 ページ
欄

行 備　考 正 誤
上 下

24・５・25 3397

告示 938 16 ○ 後から
５ 削　除 役場 ｓ

●
役場

告示 950 21

○ ３から６
まで 表　中

古賀市筵
○ ○

内717番１先から

古賀市筵内791番１先まで

古賀市大
● ● ● ●

字新原717番１先から

古賀市大
● ●

字筵内791番１先まで

○ ７から10
まで 表　中

古賀市筵
○ ○

内717番１先から

古賀市筵内791番１先まで

古賀市大
● ● ● ●

字新原717番１先から

古賀市大
● ●

字筵内791番１先まで

告示 951 21 ○ 後から８
及び９ 表　中

古賀市筵内988番１先から

古賀市筵内766番１先まで

古賀市大
● ●

字筵内988番１先から

古賀市大
● ●

字筵内766番１先まで




